
新 旧 対 照 表 
変 更 前 変 更 後 

１ 地域再生計画の名称 

    未来につなげる農と暮らしの地域づくり

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

島根県 

益田市 

 

３ 地域再生計画の区域 

益田市の区域の一部（旧益田市及び旧美

濃郡美都町） 

 

４ 地域再生計画の目標 

    島根県西部に位置する益田市は、平成 16

年11月1日に美濃郡美都町及び同郡匹見町

の 2 町を編入合併し、新益田市としてスタ

ートをした。人口は 52,409 人（平成 17 年

国勢調査速報値）で、北は日本海に面し、

南は中国山地に囲まれており、面積 733.16

ｋ㎡である。また、中国山地に源を発する

一級河川高津川及び二級河川益田川が市を

縦断して日本海に注いでおり、下流部の平

野を中心に市街地が広がっている。 

本地域の基幹産業は農業であり、米が主

要作物となっている。新たに造成された国

営益田地区農地開発地(424ha)などでは、バ

ラやメロン、イチゴ、トマトなどが生産さ

れているほか、あんぽ柿や美都町のユズな

どの地域の特徴を活かした特産物の生産が

行われている。 

しかしながら、旧益田市と旧美都町の人

口は、平成 7 年からの 10 年間で 3,668 人

（7％）減少しており、合併後も旧匹見町を

含む全域が過疎地域に指定されている状況

であり、定住対策や交流人口の拡大が不可

欠となっている。 

また、農家戸数においても、米価の低迷

などにより、平成 2年から 10 年間で 22％減

と大幅に減少し、地域の大部分を占める中

山間地域では、担い手不足が深刻な問題と
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なっている。 

こうした中、担い手不足の解消対策とし

て益田市は新たに農業支援センターを設立

して、新規就農者及び認定農業者の確保・

育成、農業生産法人化や集落営農組織化を

推進するとともに、「地産地消」の取り組み

や下記のような特色ある取り組みを行なっ

ている。 

ＪＡ西いわみは、売れる米づくり対策と

して環境保全型農業で栽培された「西いわ

みへルシー元氣米」の販売拡大を図った結

果、全国に先駆けて台湾への輸出を開始し、

好評を得られたことで全国的にも注目を集

めている。また、石見西部広域農道沿線の

農事組合法人松永牧場は、西日本屈指の規

模の肥育頭数を誇る経営を行なっており、

そこで生産される良質堆肥は、地域の土づ

くりと減農薬に貢献している。その他、益

田市中垣内町では｢第二の故郷ますだでお

百姓さん農業特区｣に認定された棚田を利

用した市民農園を開設し好評を得ている。

また、益田市赤
あ か

雁
が り

町では赤雁の里として都

市在住者や子供たちを対象にした農業・田

舎体験などのグリーンツーリズムを行って

おり、豊かな自然環境を活かした交流、観

光、農業振興などさまざまな取り組みが進

められている。 

一方、市街地では、平成 17 年 10 月に県

立芸術文化センター「グラントワ」が完成

し、芸術文化面での集客施設の充実が図ら

れている。また、旧益田市には中世益田氏

の居城であった七尾城跡や居館の三宅
み や け

御土居
お ど い

跡、柿本神社を始めとした柿本人麿

の万葉文化や、雪舟が作庭したと伝えられ

る医光寺・萬福寺の庭園など全国に誇れる

歴史的資産がある。 

平成 16 年度に「グラントワ」と、これら

の歴史的遺産を活用して観光交流人口の増

加を目的とした地域再生計画「益田市歴

史・芸術文化・観光のまちづくり」を旧益

田市で策定し、文化芸術関係の各種ワーク
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こうした中、担い手不足の解消対策とし

て益田市は新たに農業支援センターを設立

して、新規就農者及び認定農業者の確保・
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平成 16 年度に「グラントワ」と、これら

の歴史的遺産を活用して観光交流人口の増

加を目的とした地域再生計画「益田市歴

史・芸術文化・観光のまちづくり」を旧益

田市で策定し、文化芸術関係の各種ワーク



ショップや体験学習、観光施設やイベント

の案内のための情報案内板の設置等を行っ

ている。その中で、益田駅前周辺部を「に

ぎわいのあるまちづくりゾーン」として位

置づけ、街路整備事業や益田駅前再開発事

業を導入し、マンション、ホテル、商業施

設からなる再開発ビルを中心にした整備を

進めるなど、観光都市として交流人口の増

加を図るよう市街地の活性化を進めてい

る。 

このように、本地域においては、市街地

では、商業施設や病院等の都市機能を有し、

歴史的遺産や「グラントワ」などの施設を

活かしながら「人」と「物」が集まるにぎ

わいのある地域づくりが行われ、一方、農

村地域では、農業生産の場であり豊な自然

環境に恵まれ、棚田等の景観を観光資源と

して活かしながら「農業」と「自然」によ

り安らぎをもたらす地域づくりが行われて

いる。益田市は、合併により広がった農村

地域の活力ある地域づくりを目指す新たな

ビジョンとして、市街地と農村地域のそれ

ぞれが持つ魅力を強く結びつけ、交流人口

を増やすことで、本地域の活性化を目指し

ている。 
しかしながら、市街地と農村地域を結ぶ

道路は、市を縦横断する国道 9 号及び 191

号は比較的整備されているが、これらに接

続するための中山間部を東西に走る幹線道

路の整備が進んでおらず、狭小紆余曲折し

た道路を利用せざるを得ない状況である。

そのため、それぞれの地域が持つ魅力を活

かした相乗効果による交流人口の増が図れ

ない現状にある。また、「西いわみヘルシー

元氣米」の生産拡大や「担い手支援」のた

めには、農作物の流通輸送の合理化が不可

欠であるが、狭小な道路のため大型車での

運搬が出来なく、農業地域の活性化に支障

を来たしている。 

このため、広域農道とそれに接続する市

道を一体的に整備することにより、交通ネ

ショップや体験学習、観光施設やイベント

の案内のための情報案内板の設置等を行っ

ている。その中で、益田駅前周辺部を「に

ぎわいのあるまちづくりゾーン」として位

置づけ、街路整備事業や益田駅前再開発事

業を導入し、マンション、ホテル、商業施

設からなる再開発ビルを中心にした整備を

進めるなど、観光都市として交流人口の増

加を図るよう市街地の活性化を進めてい

る。 

このように、本地域においては、市街地
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活かしながら「人」と「物」が集まるにぎ

わいのある地域づくりが行われ、一方、農
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り安らぎをもたらす地域づくりが行われて

いる。益田市は、合併により広がった農村

地域の活力ある地域づくりを目指す新たな
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ぞれが持つ魅力を強く結びつけ、交流人口

を増やすことで、本地域の活性化を目指し
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号は比較的整備されているが、これらに接
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路の整備が進んでおらず、狭小紆余曲折し

た道路を利用せざるを得ない状況である。

そのため、それぞれの地域が持つ魅力を活

かした相乗効果による交流人口の増が図れ

ない現状にある。また、「西いわみヘルシー
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欠であるが、狭小な道路のため大型車での

運搬が出来なく、農業地域の活性化に支障

を来たしている。 

このため、広域農道とそれに接続する市

道を一体的に整備することにより、交通ネ



ットワークを形成し、農村部から市街地・

農業基幹施設へのアクセス改善を図るとと

もに、周辺都市へのアクセス拠点である浜

田自動車道旭ICへ接続することで広域的な

道路網を構築し、「人」と「物」、「農業」と

「自然」が互いに協調しながら、市街地と

農村地域及び益田市と周辺都市とを有機的

に結びつけ、地域間の交流人口を増やすと

ともに、農産物の流通輸送の合理化、農村

生活環境の改善を図り、農村地域の活性化

を目指したい。 

 

（目標１）中心部と周辺集落とのアクセス改善

     種村集落 ～ 中心部（20 分→16 分）

     小原集落 ～ 中心部（20 分→13 分）

 

（目標２）堆肥運搬時間の短縮（堆肥センター

から益田地域内の農用地への平均運搬時間）

     堆肥センター～農用地（53 分→34 分）

  

 （目標３）西いわみヘルシー元氣米の推進 

     作付面積（30ha→50ha） 

    

５ 目標を達成するために行う事業 

（５－１）全体の概要 

交流人口の増及び農業振興を図るため、市

街地と農村地域を結ぶ｢広域農道石見西部２

期｣、「市道益田小原線」を一体的に整備し、

各地域・施設へのアクセス向上を図り、効率

的な道路ネットワークを構築する。 

 

また、農業では、売れる米づくり対策とし

て「西いわみヘルシー元氣米」の販売推進事

業を創設し生産拡大を図るほか、新規就農者

の確保・育成、農家の経営支援などの面で、

各機関の特性を活かした効率的な支援事業の

展開を行うため、「農業担い手支援センター」

を創設し、農村地域での急激な高齢化による

担い手不足の解消を図る。 

加えて、市街地の活性化を図るため、JR 益

田駅前道路を都市計画道路として整備すると

ットワークを形成し、農村部から市街地・

農業基幹施設へのアクセス改善を図るとと

もに、周辺都市へのアクセス拠点である浜

田自動車道旭ICへ接続することで広域的な

道路網を構築し、「人」と「物」、「農業」と

「自然」が互いに協調しながら、市街地と

農村地域及び益田市と周辺都市とを有機的

に結びつけ、地域間の交流人口を増やすと

ともに、農産物の流通輸送の合理化、農村

生活環境の改善を図り、農村地域の活性化

を目指したい。 

 

（目標１）中心部と周辺集落とのアクセス改善

     種村集落 ～ 中心部（20 分→15 分）

     小原集落 ～ 中心部（20 分→13 分）

      

（目標２）堆肥運搬時間の短縮（堆肥センター

から益田地域内の農用地への平均運搬時間）

     堆肥センター～農用地（53 分→33 分）

  

 （目標３）西いわみヘルシー元氣米の推進 

     作付面積（30ha→50ha） 

    

５ 目標を達成するために行う事業 

（５－１）全体の概要 

交流人口の増及び農業振興を図るため、市

街地と農村地域を結ぶ｢広域農道石見西部２

期｣、「市道益田小原線」「市道益田大草線」を

一体的に整備し、各地域・施設へのアクセス

向上を図り、効率的な道路ネットワークを構

築する。 

また、農業では、売れる米づくり対策とし

て「西いわみヘルシー元氣米」の販売推進事

業を創設し生産拡大を図るほか、新規就農者

の確保・育成、農家の経営支援などの面で、

各機関の特性を活かした効率的な支援事業の

展開を行うため、「農業担い手支援センター」

を創設し、農村地域での急激な高齢化による

担い手不足の解消を図る。 

加えて、市街地の活性化を図るため、JR 益

田駅前道路を都市計画道路として整備すると



ともに、市街地再開発事業でホテル・マンシ

ョン・商業施設などの施設整備を行う。 

 

（５－２）法第四章の特別の措置を適用して行う

事業 

 ②道整備交付金を活用する事業 

   対象となる事業は、以下のとおり事業開

始に係る手続き等を了している。なお、整

備箇所等については、別添の整備箇所を示

した図面による。 

   ・市  道；道路法に規定する市道に昭

和 29年 5月 19 日に認定済

み。 

    

 

 

・広域農道；事業採択を平成 14 年 3 月

29 日に国より通知を受け

るとともに、事業計画につ

いては土地改良法に基づく

手続きを行い、平成 14 年 3

月 27 日に確定している。 

［施設の種類（事業区域）、事業主体］ 

・市  道（益田市）  益田市 

・広域農道（益田市）  島根県 

 

［事業期間］ 

    ・市  道（平成 18 年度～平成 20 年度）

・広域農道(平成 18 年度～平成 22 年度）

 

［整備量及び事業量］ 

 ・市道 0.52km、広域農道 4.98 ㎞ 

・総事業費  4,542,000 千円（うち交

付金 2,271,000 千円）

 （内訳）広域農道 4,452,000 千円（う

ち交付金 2,226,000 千円） 

     市  道   90,000 千円（う

ち交付金   45,000 千円） 

 

 

 

ともに、市街地再開発事業でホテル・マンシ

ョン・商業施設などの施設整備を行っている。

 

（５－２）法第５章の特別の措置を適用して行う

事業 

 ②道整備交付金を活用する事業 

   対象となる事業は、以下のとおり事業開

始に係る手続き等を了している。なお、整

備箇所等については、別添の整備箇所を示

した図面による。 

  ・市道益田小原線；道路法に規定する市道

に昭和 29年 5月 19 日に認

定済み。 

  ・市道益田大草線；道路法に規定する市道

に昭和 29年 5月 19 日に認

定済み。 

  ・広域農道；事業採択を平成 14 年 3 月 29

日に国より通知を受けると

ともに、事業計画について

は土地改良法に基づく手続

きを行い、平成 14 年 3 月

27 日に確定している。 

［施設の種類（事業区域）、事業主体］ 

・市  道（益田市） 益田市 

・広域農道（益田市） 島根県 

 

［事業期間］ 

・市  道（平成 18 年度～平成 22 年度）

・広域農道(平成 18 年度～平成 22 年度）

 

［整備量及び事業費］ 

 ・市道 1.34km、広域農道 4.98 ㎞ 

・総事業費  4,682,000 千円（うち交

付金 2,341,000 千円）

 （内訳）広域農道 4,452,000 千円（う

ち交付金 2,226,000 千円） 

     市  道  230,000 千円（う

ち交付金  115,000 千円） 

      

 

 



（５－３）その他の事業 

   地域再生法による特別の措置を活用するほ

か、「未来につなげる農と暮らしの地域づく

り」を達成するため、以下の事業を総合的か

つ一体的に行うものとする。 

 

①ヘルシー元氣米推進事業 

    益田市の特産物として推進しているヘル

シー元氣米の生産拡大のため良質堆肥購入

助成等をおこなう。 

 

②農業担い手支援センター 

  平成 17 年 4 月 1 日に県と市、JA 西いわ

みの 3 機関で益田市経済部農林水産課内室

として農業担い手支援センターが設立さ

れ、「新規就農者」「認定農業者」「集落営農」

の 3 つを柱に新規就農者の育成・確保、農

家の経営支援などの面で、各機関の特性を

活かした効率的な支援事業の展開を行い農

村地域での急激な高齢化による担い手不足

の解消を図る。 

 

③益田駅前地区第一種市街地再開発事業 

  市街地の拠点である JR 益田駅の交通結

節機能の強化を図るため、駅前道路を都市

計画道路として整備するとともに、市街地

再開発事業でホテル・マンション・商業施

設などの施設整備を行い中心市街地の活性

化を図る。 

 

 

６ 計画期間 

平成 18 年度～平成 22 年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

計画終了後に、４に示す数値目標に照らし

状況を調査、評価する。また必要に応じて事

業の見直しを図るため、関係行政機関等で「地

域再生評価委員会」（仮称）を設立し整備況等

の評価・検討を行う考えである。 

 

（５－３）その他の事業 

   地域再生法による特別の措置を活用するほ

か、「未来につなげる農と暮らしの地域づく

り」を達成するため、以下の事業を総合的か

つ一体的に行うものとする。 

 

①ヘルシー元氣米推進事業 

    益田市の特産物として推進しているヘル

シー元氣米の生産拡大のため良質堆肥購入

助成等をおこなう。 

 

②農業担い手支援センター 

  平成 17 年 4 月 1 日に県と市、JA 西いわ

みの 3 機関で益田市経済部農林水産課内室

として農業担い手支援センターが設立さ

れ、「新規就農者」「認定農業者」「集落営農」

の 3 つを柱に新規就農者の育成・確保、農

家の経営支援などの面で、各機関の特性を

活かした効率的な支援事業の展開を行い農

村地域での急激な高齢化による担い手不足

の解消を図る。 

 

③益田駅前地区第一種市街地再開発事業 

  市街地の拠点である JR 益田駅の交通結

節機能の強化を図るため、駅前道路を都市

計画道路として整備するとともに、市街地

再開発事業でホテル・マンション・商業施

設などの施設整備を行い中心市街地の活性

化を図っている。 

 

 

６ 計画期間 

平成 18 年度～平成 22 年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

計画終了後に、４に示す数値目標に照らし

状況を調査、評価する。また必要に応じて事

業の見直しを図るため、関係行政機関等で「地

域再生評価委員会」（仮称）を設立し整備況等

の評価・検討を行う考えである。 

 



８ 地域再生計画の実施に関し地方公共団体が

必要と認める事項 

特になし 

 

８ 地域再生計画の実施に関し地方公共団体が

必要と認める事項 

特になし 

 

 
 


